
別表２

３　補助率

２／３

１　基準額 ２　対象経費

　　次の基本額に調整率を乗じて得た額に
　加算額を加えた額

１　基本額
　　　次により算定した額から、保育料収入
    相当額を控除した額（保育料収入相当額
　　の控除は、Ａ型については１人分、Ｂ型に
　　ついては４人分、Ｃ型については１０人
　　分、Ｄ型については１８人分を上限とす
　　る。）

　　Ａ型　１人×１８０，８００円×運営月数
　　B型　２人×１８０，８００円×運営月数
　　C型　４人×１８０，８００円×運営月数
　　D型　６人×１８０，８００円×運営月数

２　調整率
　

　　　　ただし、設置後、３年を経過していな
　　　い施設に対しては適用しない。

施設内保育施設運営事
業を行うために必要な保
育に従事する者の人件
費（給料、諸手当等）又は
委託料（内訳は人件費）
とする。

３　加算額
　　（２４時間保育を行っている施設）
　　　　２３，４１０円×運営日数
　　（病児等保育を行っている施設）
　　　　１８７，５６０円×運営月数
　　（緊急一時保育を行っている施設）
　　　　２０，７２０円×運営日数
　　（児童保育を行っている施設）
　　　　１０，６７０円×運営日数
　　（休日保育を行っている施設）
　　　　１１，６３０円×運営日数

※　保育料収入相当額及び負担能力指数に
　 よる調整率の算出方法は別紙のとおりと
　 する。

調整率

５未満 １．０
５以上２０未満 ０．８
２０以上 ０．６

負担能力指数


